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鳥取県立博物館運営方針 

 

鳥取県立博物館（以下「県博」という。）は、昭和47年の開館後50年以上が経過し、施設・設備

の老朽化と収蔵庫の狭隘化等の課題を抱えていることから、この対応として、自然史、歴史・民俗、

美術の３分野のうち美術分野を新美術館へ独立させ、現施設は必要な改修を加えた上で、継続して

使用していく方針としている。 

県博の改修整備に向けては、平成30年6月に「鳥取県立博物館改修整備基本構想（中間まとめ）」

を策定し、令和5年 8月から「博物館改修整備基本方針」の策定に向けて、「館運営」と「施設改

修」を一体的に検討してきた。 

しかし、「施設改修」については、令和6年1月に能登半島地震が発生し、1月31に開催された

第 2 回県有施設・資産有効活用戦略会議において、「多くの県民が利用する施設であり、能登半島

地震も踏まえ、早急な耐震改修が必要」である等として、老朽化設備等の改修や改修後の運営体制

の検討とは切り離して、「従来型手法（県直営）により耐震改修を行うこと」が決定した。 

併せて、耐震改修以降の博物館の運営にかかる民間活力の導入検討については、「『令和 11 年度

指定管理施設一斉更新に向けた公の施設のあり方検討』の中で実施すること」も決定した。 

このことから、これまで一体的に検討してきた「館運営」と「施設改修」を分離して検討するこ

ととなり、このたび策定する運営方針「以下「運営方針」という。」は、間近に迫った令和7年度か

らの美術分野移転後の運営と『令和 11 年度の指定管理施設一斉更新に向けた公の施設のあり方検

討』に向けて、これまでの登録博物館や公開承認施設としての歩みや３分野を有する博物館として

果たしてきた役割や機能及びその意義を再確認しつつ、今後の運営の在り方を取りまとめたもので

ある。 

なお、耐震改修については、史跡の現状変更や公開承認施設等に関する文化庁協議を踏まえなが

ら、県の予算編成の過程において、その内容等を検討していくことになる。 

 この運営方針は、策定すればその目的が成就する一過性のものではなく、美術分野が移転した

後の運営状況、県博に求められる役割や機能の変化、耐震改修以外の施設・設備に対する改修ニ

ーズ、民間活力の導入検討での議論等も踏まえて、必要に応じて見直しを行うこととしている。 

 その際、運営方針に掲げる理念等を実現していくためには、県博の活動に対する県民の理解が

不可欠であり、地域社会に広くその意義が理解され、共感を得られるよう、地域の未来を担う人

財の育成や県民との協働・連携、地域振興への貢献等について、県博により一層の努力が求めら

れていることも強く意識して活動を展開していく必要がある。 

  

１ 県博の果たすべき役割 

  平成30年6月に策定された「鳥取県立博物館改修整備基本構想（中間まとめ）」で整理され

た県博の設置目的やその後の博物館運営協議会等における検討経過を踏まえて、果たすべき

役割を次のとおりとする。 

（１）〔収集・保存〕鳥取県の自然史と変化に富んだ先人の歩み（歴史、民俗、美術工芸）に関連

する資料を収集・保存し、確実に後世に伝える。 

（２）〔調査研究〕県民が、独自の自然史と先人の歩みに由来する鳥取県の個性や魅力を確認・強

化しつつ、国内外の自然史や人間の歩みの多彩さに触れて知的探求の幅を広げ、より深化さ

せていけるよう調査研究を行う。 

（３）〔展示活動〕収集した資料や調査研究の成果を分かりやすく伝えることで、国内外の多彩な

自然や人間の歴史への理解を促す。
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（４）〔学習支援〕年齢や言語、居住している地域に関わらず、等しく学びの機会を提供するとと

もに、学校教育と連携して子ども達の学びを支援する 

（５）〔地域連携〕独自の自然や人間の歴史に支えられ、多彩な学術文化に囲まれて心豊かに暮ら

せる地域を創り上げるのに貢献する。また、国内外から多くの人を引き付け、様々なヒト・

モノ・コトを結び付けて、新たな交流と発展の核となる。 

 

２ 取組の方向性 

  「鳥取県の『宝 蔵
たからぐら

』：鳥取県の過去を知り、ともに未来を考えていく博物館」を理念に 

 掲げ、現在の場所においてこれまで果たしてきた資料の収集・保存を中心とした基本的な 

 役割・機能を、今後もしっかりと果たすことで、県民が楽しく学び、感動を覚えるような 

 「魅力ある県立博物館」となり、更には、まちづくりなどの地域の多様な分野に「も」貢献 

 する。 

  ≪取組内容≫ 

１〔収集・保存〕鳥取県の過去（自然史、歴史、民俗、美術工芸の資料）を、県民一人 

一人の財産として収集し、適切かつ安全な環境の下で、保存します。 

２〔調査研究〕資料の調査研究を継続するとともに、館内外で円滑・適切な調査研究活動

が展開できる機能や環境の整備に取り組みます。また、調査研究の成果については、 

積極的に県民に還元します。 

３〔展示活動〕資料を専門分野ごとに詳しく、分かりやすく解説することはもとより、異

なる分野が融合した博物館として、多面的な考察や視座を提供します。また、学芸員や

研究者等との対話や交流を通じて、学びが深まるよう努めるとともに、資料は、いつで

も誰でも利活用できるようにし、県民の主体的な学びに貢献します。 

４〔学習支援〕「ふるさとキャリア教育」の推進や「教育DX」への対応など、新たな社会

的ニーズに確実に対応するとともに、博物館から離れた地域でも、学習の機会が提供で

きるよう努めます。 

５〔地域連携〕資料の利活用により、鳥取県の新たな価値と魅力を見いだし、国内外へ 

発信し、交流と発展を進めます。また、県民・地域との共同連携による「魅力ある県立

博物館」となることで、文化観光やまちづくりなど、多様な地域の活力向上に貢献しま

す。 

≪県博が収集・保存する資料≫ 

【自 然 史】鳥取県に関連する自然界の歴史の証左となる岩石、化石、生物などの標本や写真

などの資料 

【歴  史】鳥取県に関連する考古遺物（出土品、伝世品など）や中世から近代までの史資料

（古文書、古典籍、公文書、図書、写真、映像など） 

【民  俗】鳥取県および周辺地域で伝承されてきた有形・無形の民俗事象（衣・食・住、農

具・漁具・製紙用具、芸能、儀礼・信仰など） 

【美術工芸】鳥取県に関連する歴史的または芸術的価値の高い作品（宗教美術、武具甲冑、刀

剣など、ならびに鳥取藩ゆかりの絵師の作品や当時の美術工芸品、鳥取市ゆかり

の民芸品や工芸品など）  
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≪概念図≫ 

 

■「宝 蔵
たからぐら

」について 

19 世紀半ばの鳥取城内には貴重な美術品や歴史資料を管理保管するための「御宝蔵」とい

う建物が実在していました。この蔵には、現在県外の機関が所蔵する「後三年合戦絵詞」（国

重要文化財・東京国立博物館蔵）、「酒伝童子絵巻」（国重要文化財・サントリー美術館蔵）や、

県立博物館に引き継がれている初代藩主池田光仲直筆の和歌などが収められており、博物館

の前身ということもできます。この「御宝蔵」を理念の根幹に据えることで、県民の財産であ

る資料をいつまでも保存し続けることを表明します。名称は現代にあわせて「宝蔵」とします。 

「宝蔵」は単に資料を納めておくだけの蔵ではなく、収集した資料を適切、安全な環境の下

で保存・管理し、国内外の研究者等だけでなく、誰もがいつでも利活用できる新しいしくみを

持った概念です。 
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３ 必要な機能と具体的な取組 

県博の取組の方向性を実行するために必要な機能と具体的な取組を整理すると以下のとおり

である。 

  

３－１ 収集・保存 

《機能》 

１ 鳥取県に関する自然史、歴史、民俗、美術工芸の資料を国内法規や国際協定等を遵守

しつつ、体系的・計画的・継続的に収集する機能 

２ 収集した資料に関する情報を適切に記録・管理し、国内外における調査研究等に、いつ

でも誰でも利活用できる機能 

３ 収集した資料を次世代に継承するために温湿度や照明が最適に保たれ、災害時に対し

ても安全な環境の下で適切に保存・管理し、観覧や閲覧、利活用が容易に行える機能 

４ 美術館開館後も県博において保存・展示することとされている鳥取藩ゆかりの絵師作

品や美術工芸品、吉田璋也に代表される民藝運動による工芸品等を所蔵する機能 

５ 保存中の資料について、保存の意義が消失した場合や他施設等において一層有効な活

用が期待できる場合に移管等ができる機能 

 《具体的な取組》  

（１） 鳥取県の自然史、歴史・民俗、美術工芸に関する資料の収集 

・収集家の物故や高齢化、過疎化の進行等により、博物館で収蔵しなければ失われてい

く資料が急増している状況も踏まえ、鳥取県に関する自然史、歴史・民俗、美術工芸

に関する資料を体系的に収集し、県民の共有財産として継続的に充実させていく。 

・他方、増え続ける資料や収蔵庫狭隘化の課題があることも踏まえ、保存の意義が消失

した場合や他施設等において一層有効な活用が期待できる場合に移管等ができる 

手法について検討する。 

  

（２） 収集資料の保存と利活用 

・収集した資料を適切、安全な環境の下で保存・管理するだけの「蔵」ではなく、国内

外の研究者等をはじめとした誰もがいつでも「鳥取県の宝蔵」を利活用できる環境を

整える。 

（動物・昆虫、民俗等） 

収蔵庫を常時開放し、調査や学習のできる環境で、学芸員や県民協力団体関係者

等と対話や交流のできる環境。 

（その他） 

各資料の性質に即した環境の収蔵庫で、標本製作資料調査、閲覧及び学習のでき

る環境。 

・鳥取藩ゆかりの絵師作品や美術工芸品、吉田璋也に代表される民藝運動による工芸品

を引き続き保存・管理し、常設展示や企画展示において、継続的に展示する。 

・時間の経過等により劣化、損耗した資料については、適切な方法で修復を施し、利活

用可能な状態にするとともに、デジタルアーカイブ化するなどした上で、確実に後世

に伝え引き継いでいく。 

・鳥取藩政資料などの古文書の補修作業や、寄贈された資料の整理作業などを継続的に

行っていく。 
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 ３－２ 調査研究 

《機能》 

１ 資料についての調査研究や、博物館の運営・活動に関する調査研究を集中的に行える機

能と、調査研究に必要な資料や図書を迅速に参照等できる機能 

２ 県博の収蔵資料を内外の研究者等に関わらず、誰でも容易に調査・利活用できる機能 

３ 調査研究の成果を取りまとめた紀要を発行するなど、調査研究の成果を県民等に還元

する機能 

４ 県内各地に残る自然や歴史遺産、民俗行事等を、大学や民間の研究者など館外主体の

参画・協力を得て調査研究し、新たな資料として収集・保存する機能 

《具体的な取組》 

   （１） 収集資料の整理と研究 

・保存した資料を活用できるよう、県民協力団体などの関係者の参画・協力を得て、    

整理と登録を優先的に行っていく。 

・整理された資料はデジタルアーカイブ化し、誰でも、いつでも、どこからでも利活用

できるようにする。 

・資料の調査研究を促進するため、資料の高画質画像化、３Ｄスキャナ・３Ｄプリンタ

等の技術導入によるレプリカ作製などを取り入れ、ＶＲ・ＡＲなどの技術等も使った

利活用を目指す。 

・収蔵庫を常時開放し、調査や学習のできる環境で、学芸員や県民協力団体関係者等と

対話や交流を行う。 

   

（２） 目録・データベースの提供と『研究報告』の発行 

     ・資料を目録・データベースとして提供し、また調査研究の成果を『研究報告』として

定期的に発行する。このことで、成果を県民等に還元するとともに、国内外の研究者

等の参画・協力を得やすくする。 

 

 

３－３ 展示活動 

《機能》 

１ 鳥取県の自然史と先人の歩みなどについて、多面的な視点での分析や考察を可能とす

る博物館としての特長も意識しながら、詳しく伝えるとともに、過去からの流れをわか

りやすく紹介する機能 

２ 国内外の貴重な資料を用いて世界や日本の多様な状況を伝えるとともに、鳥取県に   

関する最新の研究成果等を紹介する機能 

３ 鳥取城に関する資料を紹介し、鳥取藩の歴史を学ぶことができる機能 

４ 県東部でも県民等が継続的に美術系展覧会を観覧できる機能 

５ 研究者や愛好家はもちろん、様々な人々が博物館の展示活動に参画・協働することがで

きる機能 

６ 年齢や言語、障がい等にかかわらず来場者に親しんでもらえる機能 

《具体的な取組》 

（１） 常設の展示活動空間 

Ⅰ① 鳥取県の過去を知り、ともに考える展示活動空間 
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・鳥取県の自然史、歴史、民俗、美術工芸の重要な「資料」を紹介し、学芸員はじめ

県民協力団体等の様々な関係者の協力を得て、その資料にまつわる様々な学びが

行えるようにし、本県の過去を総合的に把握・理解してもらえるようにする。 

・県民とともに作り上げることを心がけ、展示活動から議論が生まれる「学びの空

間」となり、ここから鳥取県の新しい価値観が創り出されるようにする。 

・増加する訪日外国人等のニーズに応えるため、多言語に対応した展示活動を行う。 

 ② 鳥取県に関する分野別の展示空間 

     ・学芸員はじめ研究者や県民協力団体等の様々な関係者の調査研究やその成果紹介

などを行える活動空間で、アクティブな展示活動空間とする。 

     ・期間限定のコーナーを設け、新収蔵コレクションや最新の話題を速報展示する。

それらについては、研究者や愛好家はもちろん、様々な人々が参画・協働すること

ができるようにする。 

     ・鳥取城跡内の施設等と連携し、鳥取城、鳥取藩及び久松山周辺の歴史・文化につい

ての展示を行い、史跡への理解が深まることで史跡価値の向上につなげる。 

     ・収蔵庫を常時開放し、誰でもいつでも資料を見て学習できる活動空間とする。 

 

（２） 企画展示 

① 国内外の貴重な資料を観覧できる展覧会（年１回程度） 

・世界や日本の多様な状況、今を生きる上で必要な知見や情報などを学ぶことができ

る機会を県民に提供する。 

・引き続き、公開承認施設の承認を得て、国の重要文化財や国宝等の展示を行う。 

・県民の鑑賞機会の充実のため、展覧会は2か月程度にわたり長期開催する。 

② 鳥取県の自然や歴史・民俗に関する展覧会（年１回程度） 

・鳥取県に関する最新の知見や新たな発見を紹介し、本県のアイデンティティ強化に

資する。 

③ 県立美術館主催の美術系展覧会等の開催 

・東部地域でも県民等が継続的に美術展覧会を観覧できる機会を確保する。 

 

 

３－４ 学習支援 

《機能》 

１ 学習ニーズや学習内容に応じて最も適切な手法、設備等（インターネットを含む）を

駆使し、効果的に学習・体験する機会を、県民に等しく提供する機能 

２ 学校教育における地域学習を、館内外で効果的に支援できる機能 

３ 年齢や言語、障がい等にかかわらず、様々な人々が参加できる学習・体験プログラム

を提供する機能 

４ 学芸員等を学校や公民館等に派遣し、各地域の児童・生徒や一般住民を対象として、

上記のようなプログラムを実施する機能 

５ 県博から離れた地域に対しては、上記のほか資料貸出しや出張展示等により博物館資

料に触れる機会を提供する機能 

６ 幼稚園・保育園や学校の博物館利用を促進する機能 

《具体的な取組》 

（１） 鳥取県講座・講演会・展覧会・ワークショップ等の充実 

・様々な使用形態に対応可能なスペースを設け、学校など大人数の団体や幅広い来館者

を対象に、多様な学習ニーズに応える機会を提供する。 
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・年齢や言語、障がい等にかかわらず、様々な人々が参加できる学習・体験プログラム

を提供する。 

・資料の整理や調査、展示の準備などを紹介することも実施し、博物館活動への理解や

関心を深め、積極的な参画を促す機会とする。 

   

（２） アウトリーチ活動の充実 

・博物館から離れた地域を重点に、公民館や学校等への学芸員派遣、テーマを設定した

貸出し資料キットの作成、県内各地における出張展示などを行い、全ての県民に主体

的な学習の機会を提供する。 

・その際には、県内の他の博物館と連携しつつ、役割を分担し、各地域における学習機

会の格差是正と学習内容の個性化を図る。 

 

   （３） 学校教育支援の充実 

・「ふるさとキャリア教育」が目指すところである、児童生徒が鳥取県の自然や歴史等に

ついて体験的に学び、その価値や魅力について理解する中で「ふるさと鳥取」に誇り

と愛着を持つことができるよう、展示や活動内容を充実する。 

・学校教育における博物館利用を促進するため、社会科見学や遠足、授業等での児童生

徒の来館時におけるサービスや活動内容を充実する。 

・県内すべての児童生徒が発達段階に応じた博物館利用ができるよう、学校との事前・

事後の打合せ等を通して、活動（学習）内容のねらいを互いに共有する。 

・不登校児童生徒の社会的な自立に向けて、学校と連携しながら、博物館の見学等を通

して知的好奇心や豊かな感性を育むとともに、人やものとのつながりが実感できるよ

うにする。 

・博物館の学習資源について周知する「教員のための博物館の日」の開催等を通して、

教員が博物館に親しみを持つとともに学びの場であるという認識を深めるなど、博物

館が行う学校教育支援についての普及啓発を充実する。 

 

（４） ＩＣＴの活用、教育ＤＸ 

・収蔵資料は「とっとりデジタルコレクション」で積極的にインターネット公開し、誰

でも、いつでも、どこからでも利用できるように拡張する。 

 ・障がいのある方や病気などで来館されることが難しい方々には、インターネットを使

った展示解説、講座等ができる環境を整備し、どこからでも博物館を利用していただ

けるように内容充実を図っていく。 

     ・博物館に来館、学校への学芸員派遣などの前後に、ＧＩＧＡスクール構想により１人

１台整備された端末を使用し、デジタル化された資料で学習することで学習効果が高

められるように内容充実を図っていく。 

・乳幼児から高齢者まで全世代を通した学習での博物館資料の利用に繋がるように内容

充実を図っていく。 

 

 

３－５ 地域連携 

《機能》 

１ 県民が自発的に学習するのを支援する機能と、必要に応じて博物館の資料や図書の検

索、閲覧等のサービスを提供することができる機能 

２ 博物館の収蔵資料を、他の博物館や資料館、大学等の研究機関、民間の研究者や愛好家

などと協力・連携して調査研究し、その他様々な連携事業を推進する機能 
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３ 県民の様々な活動成果を展示・発表する場の提供や県内博物館等への助言や巡回展示

等による連携・交流を推進する機能 

《具体的な取組》 

（１） ボランティアや任意団体等による博物館活動の活性化 

  ・資料の整理や登録、自然標本の同定、古文書の解読などをボランティアに支えてもら

って着実に推進する。同時に、ボランティアたる県民に生涯学習の機会を提供し、博物

館事業と県民活動との融合を図る。 

  （現在の活動例）古文書解読ボランティア、県民協力団体制度（化石部、むし部等） 

 

（２） 研究機関等との連携の推進 

・大学等の研究機関や民間の研究者や愛好家などと協力・連携して調査研究を推進し、

国内外の多種多様なシンポジウム、研究発表会等を開催し、多岐にわたる研究活動を

展開する。 

 

（３） 県民の活動成果の発表機会の提供    

・企画展示室を県民の様々な活動成果等を展示・発表する場として積極的に提供する（貸

館）。展示・発表の内容については、県展、市展をはじめとし、ジャンルを限定せず、

県民の幅広い活動の成果発表等に活用できるようにする。 

 

（４） 県内他館との連携 

・県内に市町村や民間団体が設置している博物館（類似施設）に対し、収蔵資料の整理・

保管や展示方法の改善について助言・指導を行ったり、共同で展示活動や講座を実施し

たりして、それらの施設との連携・交流を強化する。 

 

（５） 地域への貢献 

・「魅力ある博物館」としての活動を充実させ、地域の文化観光やまちづくり、福祉、

産業、国際交流等の関係機関と連携し、地域の活力の向上に貢献する。 
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別紙 

鳥取県立博物館が所蔵する国指定文化財等 
令和６年７月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※印は鳥取県立美術館へ移管予定） 
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〈正基準標本（ホロタイプ）〉 

※ある生物の新種の記載を行う際に、その生物を定義するための記述の拠り所となった標本のことで、世界にた

だ１点。「国際動物命名規約」「国際藻類・菌類・植物命名規約」等の国際的に唯一の規範で定められている。 

※基準標本（タイプ）、特に正基準標本（ホロタイプ）は公開可能な状態で博物館や植物標本館（ハーバリウム）

に保存され、細心の注意の元に保管されるべきである旨が勧告されている（ICBN13 勧告7A1）。 

 

■植物化石 

ホウキツガ Tsuga hokiensis  

タツミトウゲサンザシ Crataegus tatsumitogensis  

タナイザクラ Prunus tanaii  

ホウキアズキナシ Sorbus hokiensis  

ホウキエノキ Celtis hokiensis  

ホウキシラキ Sapium hokianum  

ロタラ属の一種 Rotala hokiana  

ホンシュウカエデ Acer honshuense  

フジオカカエデ Acer huziokae  

トットリカエデ Acer tottoriense  

ウエムラカエデ Acer uemurae  

ホウキツツジ Rhododendron hokiense  

ホウキナツツバキ Stewaritia hokiana  

ヘプタコディウム属の一種 Heptacodium hokianum  

パトリニア属の一種 Patrinia hokiana   

アラリア属の一種 Aralia hokiana  

 

■昆虫化石 

イナバムカシアブラゼミ Graptpsaltria inaba  

 

■魚類化石 

トットリビラメ Paralichthys yamanai  

ミヤノシタシシャモ Spirinchus akagii  

イナバケツギョ Inabaperca taniurai  

トットリムカシギンポ Tottoriblennius hiraoi  

 

■両生類 

イズモサンショウウオ Hynobius kunibiki （液浸標本）  

サクホクサンショウウオ Hynobius sakuhokumontanus （液浸標本）  

ウシロヤマサンショウウオ Hynobius ushiromontanus （液浸標本）  

 

※新種発表時に「正基準標本（ホロタイプ）」以外に、タイプ標本として指定された「従基準標本（パラタイプ）」は、

約300点を収蔵している。 

 

 


